
年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
向
け
た
御
準
備
を

　

所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
会
場
の
開
設
は
、
平
成
29
年
２
月
16
日
（
木
）
か
ら
３
月
15

日
（
水
）
で
す
。

　

確
定
申
告
会
場
の
開
設
日
ま
で
は
、
相
談
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
申
告
相
談
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。　

申
告
書
の
作
成
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http://w

w
w
.nta.go.jp

】
を
利
用
し
て
御
自
宅
で
で
き
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署
（
☎
22
３
１
２
１
、
自
動
音
声
に
従
い
「
２
」
を
選
択
）
へ
。

年
末
調
整
・

決
算
等
説
明
会

を
開
催
し
ま
す

　
桐
生
税
務
署
で
は
、
法
人
や
個

人
の
源
泉
徴
収
義
務
者
を
対
象
と

し
た
年
末
調
整
説
明
会
と
、
個
人

の
事
業
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署

（
☎
22
３
１
２
１
、
自
動
音
声
に

従
い
「
２
」
を
選
択
）
へ
。

年
末
調
整
説
明
会

〈
源
泉
徴
収
義
務
者
〉

期
日
＝
11
月
17
日
（
木
）

時
間
＝
午
後
1
時
30
分
～
4
時

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ
ホ

ー
ル

青
色
申
告
決
算
説
明
会

〈
営
業
・
不
動
産
所
得
者
〉

期
日
＝
12
月
５
日
（
月
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ
ホ

ー
ル

〈
農
業
所
得
者
〉

期
日
＝
12
月
16
日
（
金
）

時
間
＝
午
後
３
時
30
分
～
５
時

場
所
＝
Ｊ
Ａ
に
っ
た
み
ど
り
本
店

２
階
会
議
室
（
み
ど
り
市
笠
懸
町

鹿
）

白
色
決
算
説
明
会

〈
白
色
事
業
所
得
者
な
ど
〉

期
日
＝
12
月
12
日
（
月
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ
ホ

ー
ル

消
費
税
等
説
明
会

〈
課
税
事
業
者
な
ど
〉

期
日
＝
12
月
14
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30

分場
所
＝
桐
生
税
務
署
3
階
会
議
室

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
の
保
管
を

年
末
調
整
や

確
定
申
告
に
必
要
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
及
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い

て
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
納
付
し
た
保
険
料
の
全
額

と
過
去
の
年
度
分
や
追
納
し
た

保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
平
成
28
年
中
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社

会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告

を
行
う
と
き
に
、
領
収
書
な
ど

保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で

す
。　 

　
平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額

を
証
明
す
る
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
、

必
ず
こ
の
証
明
書
又
は
、
領
収

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
今
年
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
た
人
へ
は
、
翌
年

の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。　

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
年
金
事

務
所
（
☎
44
２
３
１
１
）
又
は
市

民
課
年
金
係
（
☎
内
線
２
７
３
）

へ
。

　「
税
を
考
え
る
週
間
」（
11
月
11

日
か
ら
17
日
ま
で
）
に
合
わ
せ
、

各
種
の
税
に
関
す
る
無
料
相
談
が

行
わ
れ
ま
す
。
複
雑
な
相
談
や
税

務
申
告
書
を
作
成
す
る
場
合
は
有

料
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

期
日
＝
11
月
11
日
（
金
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
4
時

場
所
＝
市
内
の
税
理
士
事
務
所

申
し
込
み
＝
最
寄
り
の
税
理
士
事

務
所
へ
事
前
に
電
話
を
し
て
か
ら

お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

特
別
会
場
を
設
け
ま
す

　
税
理
士
事
務
所
だ
け
で
な
く
、

気
軽
に
相
談
で
き
る
特
設
会
場
を

設
け
ま
す
。

期
日
＝
11
月
19
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
4
時

場
所
＝
桐
生
ガ
ス
プ
ラ
ザ
（
本
町

五
丁
目
）

　
問
い
合
わ
せ
は
、
関
東
信

越
税
理
士
会
桐
生
支
部
（
☎

44
３
３
１
０
）
へ
。 11 月 11 日（金）・

19 日（土）

税に関する
無料相談

広報きりゅう平成28年11月号 8

物件番号 所在地及び筆数 用途地域 地目など 地籍・延べ床面積 最低入札価格

①  美原町 1041 番 26 外１筆
 （旧昭和幼稚園用地及び旧園舎）

第一種
住居地域

宅地ほか 2,975.39 平方メートル            　63,507,040 円  
（土地 52,639,000 円）
（建物 10,868,040 円）建物 669.56 平方メートル

②  天神町二丁目 578 番 6 外 3 筆
 （旧北中学校テニスコート）

第一種
住居地域 雑種地 2,696.49 平方メートル            　42,075,000 円  

　
販
売
物
件
は
、
①
旧
昭
和
幼
稚

園
用
地
及
び
旧
園
舎
、
②
旧
北
中

学
校
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
2
件
で
す
。

　
物
件
の
概
要
は
、
下
の
表
の
と

お
り
で
す
。

　
購
入
希
望
が
あ
っ
た
場
合
は
、

入
札
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
①
旧

昭
和
幼
稚
園
用
地
及
び
旧
園
舎
に

つ
い
て
は
、
申
し
込
み
に
要
件
が

あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
＝
11
月
11
日
（
金
）
か

ら
21
日
（
月
）
ま
で
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）
に
、
申
込
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
財
政
課
財
産

管
理
係
（
市
役
所
３
階
）
へ
。

　
申
込
用
紙
と
案
内
書
は
、
同
課

の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

あ
り
ま
す
。

①
旧
昭
和
幼
稚
園
用
地
及
び
旧
園

舎
の
申
込
要
件
＝
群
馬
県
知
事
に

設
置
を
認
可
さ
れ
た
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ

く
障
害
者
支
援
施
設
及
び
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
桐
生
市
内
で

運
営
し
て
い
る
法
人
が
、
児
童
福

祉
法
第
６
条
の
２
の
２
第
４
項
に

規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
及
び
桐
生
市
障
害
福
祉
計
画
第

４
期
計
画
第
４
章
基
本
目
標
３
に

規
定
し
て
い
る
地
域
生
活
支
援
拠

点
の
事
業
と
係
わ
る
短
期
入
所
事

業
に
使
用
す
る
場
合
の
み
申
し
込

み
で
き
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
財
政
課
財
産
管

理
係
（
☎
内
線
５
４
７
・５
５
４
）

へ
。

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

　
企
画
・
構
想
の
段
階
か
ら
、
具

体
的
な
事
業
化
の
段
階
、
事
業
成

長
の
段
階
ま
で
、
様
々
な
段
階
や

内
容
に
応
じ
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
何
か
ら
始
め
た
ら
い
い
か
分
か

ら
な
い
、
事
業
計
画
書
の
作
り
方

を
教
え
て
ほ
し
い
、
当
初
の
計
画

通
り
に
い
か
な
い
、
評
価
や
診
断

を
し
て
ほ
し
い
、
経
営
の
課
題
を

解
決
し
た
い
な
ど
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

場
所
＝
桐
生
市
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ

ョ
ン
オ
フ
ィ
ス
（
本
町
五
丁
目
、

東
武
本
町
ビ
ル
３
階
）

相
談
日
＝
原
則
月
曜
日
と
水
曜
日

（
午
前
9
時
～
午
後
5
時
）
※
不

在
の
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

起
業
・
創
業
を
目
指
す
人
や
中
小
企
業
の

無
料
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す

前
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
員
＝
桐
生
市
企
業
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
谷
内
達
夫
（
桐
生

市
内
で
創
業
し
、
事
業
を
成
長
さ

せ
た
経
験
と
知
識
を
持
ち
、
後
進

の
育
成
や
、
創
業
へ
導
い
た
実
績

も
あ
る
人
で
す
。）

利
用
料
金
＝
無
料

利
用
方
法
＝
電
話
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
来
所
の
予
約
を
承

り
ま
す
。
来
所
が
難
し
い
場
合
は
、

電
話
や
相
談
員
の
訪
問
に
よ
る
相

談
も
可
能
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
市
イ
ン

キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
オ
フ
ィ
ス(

☎

30
３
６
９
０)

、
不
在
の
場
合
は
産

学
官
推
進
室(

☎
内
線
５
７
３
）
へ
。

　対象は、次の全てに該当し、年末の運転
資金（賞与の支払い、仕入れなど）を必要
とする人です。
①市内の中小企業者
②市内に店舗、工場、事務所などを持って
いる
③同一業種を１年以上継続している
限度額＝1,000万円
年利＝1.5パーセント以内
融資期間＝６か月以内
返済方法＝分割又は一括返済
申し込み＝11月1日（火）から平成29年
１月31日（火）までに、市内及びみどり
市大間々町などの金融機関（労働金庫と農
業協同組合、ゆうちょ銀行を除く）へ。
問い合わせ＝取扱金融機関又は産業政策課
（☎内線583）へ。

季節資金（年末）の御利用を

②旧北中学校テニスコート ①旧昭和幼稚園用地及び旧園舎

9 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111


